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平成27年度における行政機関及び独立行政法人等 

の情報公開法の施行の状況について（概要） 
 

 

 平成13年４月に施行された行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成11年法

律第42号）及び平成14年10月に施行された独立行政法人等の保有する情報の公開に関す

る法律（平成13年法律第140号）において、総務省は、毎年度、それぞれの法の施行状

況について取りまとめ、その概要を公表することとされています。 

 平成27年度におけるそれぞれの法の施行状況の概要（速報値）は、以下のとおりです。 

 

 

≪調査対象≫ 

○ 対象機関 

  ・国の行政機関（45機関） 

  ・独立行政法人等（203機関） 

 

○ 対象期間 

   平成27年４月１日から平成28年３月31日までの状況について、平成28年３月31日

現在で調査 

 

 

１ 開示請求の件数 

 

  平成27年度に受け付けた開示請求の件数は、行政機関では111,415件、独立行政法

人等では7,287件となっている。 

 

  ○ 開示請求件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注） 平成 18 年４月に高額納税者公示制度が廃止されたことに伴い、行政機関（国税庁） 

   における開示請求件数が大幅に減少した。 

（件）（件） 
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４ 不服申立て 

 

（１）不服申立て件数 

 

   開示決定等について不服がある者は、行政不服審査法（昭和37年法律第160号）

に基づき、行政機関の長に対し、審査請求又は異議申立てをすることができる。ま

た、独立行政法人等に対し、異議申立てをすることができる（※）。 

   平成27年度にされた不服申立ての件数は、行政機関では1,595件、独立行政法人等

で102件となっている。 

 

  ○ 不服申立て件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 平成28年度以降は、改正された行政不服審査法（平成26年法律第68号。平成28年４月１日施行）に基づき審査請

求をすることができる。 

 

（２）不服申立ての処理状況 

 

   開示決定等について不服申立てを受けた行政機関の長及び独立行政法人等は、原

則として、情報公開・個人情報保護審査会（以下「審査会」という。）に諮問した

上で、裁決又は決定をすることとされている。 

 

  ① 不服申立てを受けてから審査会に諮問するまでの期間 

    行政機関における不服申立て事案の事務処理の迅速化を図るため、平成17年８

月に各府省申合せを行い、不服申立て後の審査会への諮問については、改めて調

査・検討等を行う必要がないような事案については30日以内に行い、その他の事

案についても、特段の事情のない限り90日以内に行うこととした。 

    平成27年度に審査会に諮問した事案について、不服申立てを受けてから審査会

に諮問するまでの期間は以下のとおりである。 
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５ 訴訟 

 平成27年度に新たに地方裁判所に提起された開示決定等の取消し等を求める訴訟

の件数は、行政機関では28件、独立行政法人等では８件となっている。 

○ 訴訟（新規提訴）件数の推移


